
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

規

則

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
五
十
五
号

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
福
島
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
十
三
条
第
一
項
各
号
」
を
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭

和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
性
能
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
及
び
一
戸
建
て
等
の
個
人
住
宅
に
設
置
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
（
一

戸
建
て
等
の
個
人
住
宅
に
設
置
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
建

築
設
備
に
あ
っ
て
は
」
を
「
換
気
設
備
、
排
煙
設
備
、
非
常
用
の
照
明
装
置
及
び
防
火
設
備
に
あ
っ
て

は
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
指
定
す
る
」
の
下
に
「
特
定
」
を
加
え
、
「
同
一
敷
地
内
の
」
を
削
り
、
同

項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。あ

い

区
分

用
途

規
模

㈠

児
童
福
祉
施
設
等
（
定
期
報
告
を
要
し
な

地
階
若
し
く
は
三
階
以
上
の
階
を
当
該
用

( )

( )

い
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
避
難
上
著
し

途
に
供
す
る
も
の
（
地
階
及
び
三
階
以
上

い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
建
築

の
階
に
お
け
る
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分

物
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
八
年
国
土

の
床
面
積
の
合
計
が
そ
れ
ぞ
れ
百
平
方
メ
ー

交
通
省
告
示
第
二
百
四
十
号
。
以
下
こ
の

ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
当
該

表
に
お
い
て
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
一

用
途
に
供
す
る
二
階
の
部
分
の
床
面
積
の

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
高
齢
者
、
障

合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

害
者
等
の
就
寝
の
用
に
供
す
る
用
途
に
供

す
る
建
築
物
（
告
示
第
一
第
二
項
第
一
号
、

第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供

す
る
建
築
物
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

㈡

下
宿
、
共
同
住
宅
（
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢

三
階
以
上
の
階
を
当
該
用
途
に
供
し
、
か

者
向
け
住
宅
を
除
く
。
）
又
は
寄
宿
舎
（
サ
ー

つ
、
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
、
認
知
症
高

が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

齢
者
向
け
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
及
び
障
害
者

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
除
く
。
）

㈢

学
校
又
は
体
育
館
（
学
校
に
付
属
す
る
も

三
階
以
上
の
階
を
当
該
用
途
に
供
し
、
又

の
に
限
る
。
）

は
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
が

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

㈣

事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
階
数
が
五
以

上
で
、
か
つ
、
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分

の
床
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

も
の

第
十
二
条
第
二
項
中
「
㈧
の
項
」
を
「
㈢
の
項
」
に
、
「
㈨
の
項
」
を
「
㈣
の
項
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項

の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
に
現
に
存
す
る
建
築
物
で
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令

に
定
め
ら
れ
、
又
は
特
定
行
政
庁
に
指
定
さ
れ
、
同
日
新
た
に
定
期
報
告
対
象
に
な
る
建
築
物
の
定

期
の
報
告
は
、
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
を
始
期
と
し
て
、
そ
の
後
三
年
を
経
過
す
る
年
ご
と
に
、

そ
の
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

建
築
物
の
定
期
調
査
報
告
に
お
け
る
調
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
方
法
及
び
結

果
の
判
定
基
準
並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
八
十
二

号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
三
の
規
定
に
よ
り
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
定
期
調
査
の
項
目

は
、
第
一
項
の
表
の
㈡
の
項
及
び
㈣
の
項
に
係
る
用
途
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
告
示
第
一
別
表
一

の
部
、
四
の
部
、
五
の
部
及
び
六
の
部
㈠
の
項
か
ら
㈤
の
項
ま
で
と
す
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
建
築
設
備
及
び
工
作
物
」
を
「
特
定
建
築
設
備
等
」
に
───────────────────────────────────────────────────────────
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改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
」
を
「
法
第
六
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
政
令
第
十
六
条
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
前
条
」
に
改
め
、
「
掲
げ
る
建
築

物
」
の
下
に
「
（
同
表
の
㈡
の
項
及
び
㈣
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
、
「
照
明
装
置
に
限

る
。
）
」
の
下
に
「
（
以
下
「
換
気
設
備
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、

同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

前
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
に
設
け
た
防
火
設
備
（
随
時
閉
鎖
又
は
作
動
を
で
き
る
も

の
（
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

第
十
三
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
換
気
設
備
等
で
、
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
に
新
た
に
指
定
さ
れ
る

も
の
の
定
期
の
報
告
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
三
十
日
を
始
期
と
し
て
、
そ
の
後
お
お
む
ね
一
年
ご

と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

建
築
基
準
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
号
）

附
則
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
政
庁
が
定
め
る
時
期
は
、
平
成
三
十
一

年
五
月
三
十
一
日
と
す
る
。

３

改
正
前
の
福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
た
建

築
物
で
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政

令
で
指
定
さ
れ
る
も
の
の
定
期
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
建
築
指
導
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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